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農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会 

（第１０回） 

 

                              令和５年７月２１日（金） 

                              １３：３０～１４：４５ 

                              農林水産省消費・安全局第３会議室 

                              （ＷＥＢ会議形式による開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 議 事 

     （１）令和元年農林水産省告示第480号（農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当する

かどうかの基準を定める件）第１号に掲げる農林水産大臣が定める基準（農薬使用者暴露

許容量）その他農薬使用者への影響評価に関する事項についての意見の聴取（酸化亜鉛、

ジクロロメゾチアズ及びジメスルファゼット） 

     （２）その他 

   ３ 閉 会 
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１３時３０分 開会 

○農薬対策室長 では、定刻となりましたので、委員の皆様方におかれましてはカメラをオンにしていただ

ければと思います。 

 ただいまから、農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会第10回を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 農産安全管理課農薬対策室長の●●●でございます。部会長に議事をお願いするまでの間、司会進行を務

めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、委員の方１名、臨時委員の方１名に御出席いただいております。本部会は、農業資材審議会令第

７条第１項で、委員と臨時委員の過半数の御出席で会が成立すると規定されております。本日は、３名のと

ころ、現時点で２名の方に御出席を頂いておりますので、本部会は成立しておりますことを御報告申し上げ

ます。 

 なお、●●●と●●●からは少し遅れるとの御連絡を頂いております。 

 本日の農薬使用者安全評価部会では、新規有効成分、酸化亜鉛、ジクロロメゾチアズ、ジメスルファゼッ

トの農薬使用者への影響評価について、御審議いただきたいと思っております。 

 今回の部会はリモートでの開催になります。進行に不都合が生じた場合には、チャットボックス機能もご

ざいますので、音声トラブル等ございましたら当該チャットボックスより御連絡いただけますと幸いです。

委員の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただいた上で、発言希望等ござ

いましたら、画面右側の参加者一覧の「挙手」のアイコンがありますので、そちらを押していただければと

思います。 

 本日は、個別の農薬についての農薬使用者への影響評価に関してのみ御審議いただきます。農薬使用者へ

の影響評価の検討には申請者の知的財産でもある各種の試験成績が必要であり、審議会の原則に従い公開に

すれば、悪意のある第三者に自己の利益のために利用されるおそれがございます。申請者の知的財産権の侵

害を防止して、審議に必要な資料が悪意のある第三者への漏えいを懸念することなく申請者から円滑に提出

されるようにするため、個別の農薬使用者への影響評価に関する審議の議事・資料は非公開とさせていただ

きます。 

 なお、審議終了後は関連ファイルを削除いただきますとともに、送付資料について回収させていただきま

すので、後日御返却のほど、よろしくお願いいたします。 

 では、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。 

 配付資料一覧に沿って御紹介いたしますが、資料１が議事次第でございます。資料２が本部会の委員名簿

となっております。資料３として酸化亜鉛の評価書（案）、資料４がジクロロメゾチアズの評価書（案）、
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資料５がジメスルファゼットの評価書（案）でございます。そのほか、参考資料の１から７まで、添付して

おります。 

 皆様、お手元におそろいでしょうか。もし足りないものがございましたら、会議の途中でも結構でござい

ますので、事務局までお申し付けください。 

 では、これからの議事進行は櫻井部会長にお願いします。 

○●●● 本日は、皆様御多用のところを御出席いただきましてありがとうございます。 

 本日は、まず議事１として、新規有効成分、酸化亜鉛、ジクロロメゾチアズ及びジメスルファゼットの農

薬使用者への影響評価について議論いただく予定としております。先ほど御説明ありましたように、本日は

個別の農薬についての農薬使用者への影響評価に関する審議となりますので、非公開での議論となります。 

 まず、審議に入ります前に、利益相反の状況について御報告をお願いします。 

○農薬対策室長 平成30年９月14日の農業資材審議会農薬分科会で決定いただきました利益相反の規定に基

づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議いたします酸化亜鉛、ジクロ

ロメゾチアズ及びジメスルファゼットについて、委員の皆様から利益相反に関して特段の申出はありません

でしたので、御報告いたします。 

○●●● それでは、議事１、令和元年農林水産省告示第480号第１号に掲げる農林水産大臣が定める基準そ

の他農薬使用者への影響評価に関する事項についての意見の聴取の審議に入ります。 

 一つ目として、酸化亜鉛の審議に入ります。 

 事務局より、資料３の酸化亜鉛についての御説明、よろしくお願いします。 

○農薬審査官 事務局の●●●でございます。 

 酸化亜鉛について説明いたします。お手元の資料３を御覧ください。 

 酸化亜鉛につきましては、６月１日開催の第９回農薬使用者安全評価部会にて農薬使用者暴露許容量の設

定まで御審議いただいておりまして、前回からの継続審議となります。前回の審議の際に御指摘いただいた

点について、評価書を修正しております。 

 まずは15ページを御覧ください。 

 農薬使用者暴露許容量（ＡＯＥＬ）については、前回の御審議で、ヒトの経口投与試験から得られたＬＯ

ＡＥＬを基に、亜鉛として0.38 ㎎/㎏体重/日と了承いただきました。その際に、安全係数について記載が不

足していると御指摘いただきましたので、審議の内容を踏まえ、本文中に追記してございます。見え消しで

赤字で書いてある部分が追記した部分となります。 

 次に、16ページを御覧ください。 

 急性農薬使用者暴露許容量（ＡＡＯＥＬ）については、前回の御審議で、設定の必要なしとして了承いた
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だきました。ヒトにおける吸入毒性については、粒子径0.1～１ µmの金属ヒュームによる影響であり、製剤

の粒子径は異なることを根拠に、ヒューム熱などの影響は生じる可能性は低いと判断いただきました。その

際に、製剤の粒子径については評価書の内容をより充実させるため、申請者から分析データを提出いただい

た方がよいと御指摘いただいておりましたので、申請者より製剤の代表的なロットを分析した粒子径分布デ

ータを追加提出いただいております。これを基に、本文中に製剤の粒子径の数値を追記しております。 

 なお、●●●より事前の御質問で、粒子径分布データについて、分析機器の検出限界がどの範囲であった

か、御質問いただいております。申請者に確認を取ったところ、資料に記載のとおり、チャンネル１の0.1 

µmからチャンネル55の1,000 µmまでの範囲での分析となっているとのことでございます。 

 次に、資料の17ページを御覧ください。 

 暴露量の推計についてでございます。前回未審議の部分となります。 

 前回御審議いただいたＡＯＥＬについて、申請者に改めて暴露量の推計と危害防止措置の検討を頂きまし

た。 

 経皮吸収試験、圃場における暴露試験は提出されておりませんので、事務局では予測式を用いてデフォル

トのパラメータで暴露量を推計しております。パラメータは表４に、推計結果は18ページの表５に記載して

ございます。防護装備を付けた場合にＡＯＥＬを下回ることが確認できております。 

 戻っていただきまして、17ページ、６番のリスク評価結果でございますが、ただいま御説明したとおり、

暴露量の推計結果から、防護装備として不浸透性手袋、マスク１及び不浸透性防除衣を着用する条件におい

てＡＯＥＬを下回り、登録は可能と判断いたしました。 

 酸化亜鉛については以上でございます。 

 御不明の点、お気付きの点などございましたら、よろしくお願いいたします。 

○●●● ありがとうございました。 

 前回からの継続審議なのですけれども、委員の皆様、これでよろしいでしょうか。何かコメントございま

すか。 

 ●●●、粒子の検出限界、これでよろしいですかね。 

○●●● はい、大丈夫だと思います。ありがとうございました。 

○●●● 皆様、ほか、よろしいですか。 

 よろしいようなので、それでは、本日の酸化亜鉛の農薬使用者安全評価に関する審議はこれで終了といた

します。 

 事務局からございますか。 

○農薬対策室長 今後、所要の手続を進めまして、頂きました暴露許容量につきましてパブリック・コメン
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トを実施いたします。その後、頂いた御意見と御意見に対する考え方が取りまとまりましたら、御報告いた

します。 

○●●● ありがとうございます。 

 それでは、２剤目、ジクロロメゾチアズの審議に入ります。 

 事務局より資料４の説明をよろしくお願いします。 

○農薬審査官 事務局の●●●です。 

 資料４に従って御説明いたします。 

 まず初めに、資料４の３ページ目を御覧ください。評価対象農薬の概要でございます。 

 申請者は全国農業協同組合連合会。 

 化学構造、それから有効成分の物理的・化学的性状等は、４ページから５ページにお示しするとおりです。 

 本有効成分ですが、logP0Wが3.7、水溶解度が0.06～0.08 mg/Lと疎水性の成分でして、加水分解性は低い成

分でございます。 

 次にまいりまして、申請に係る情報です。新規有効成分ジクロロメゾチアズを含む農薬の登録申請を令和

４年３月16日に受けました。７月現在、諸外国での登録はございません。 

 作用機作といたしまして、ニコチン作動性アセチルコリン受容体と結合しイオンチャンネルを不活性化す

ることにより神経伝達が阻害され、害虫が死に至ると考えられております。ＩＲＡＣでは４Ｅに分類をされ

ている化合物でございます。 

 続きまして、今回申請されました「適用病害虫雑草等の範囲及び使用方法」です。 

 今回は、ジクロロメゾチアズ18.4％の水和剤が申請されておりまして、適用作物はあぶらな科葉菜類、大

根、はなやさい類、レタス類、そしてかぶでありまして、適用病害虫名はアオムシ、コナガ、ヨトウムシ、

ハスモンヨトウなどの鱗翅目害虫で、本剤を水で4,000倍に希釈して、10アール当たり100～300 L、収穫前日

前あるいは収穫３日前までに散布をするという使用方法です。１シーズンに使用できる総使用回数は２回以

内とされております。 

 続きまして、安全性に係る試験の概要でございます。 

 本剤は、４月12日に内閣府食品安全委員会におきまして、食品健康影響評価がなされております。 

 まず、動物代謝です。 

 フェニル環の炭素を14Ｃで均一に標識いたしましたフェニルラベル、それから、チアゾール環の２位の炭

素を14Ｃで標識しましたチアゾール環標識体を用いました胆汁排泄試験及び代謝試験の結果から、動物体内

への吸収率及び代謝の概要をまとめました。 

 表の１に、それぞれの標識体の構造式と標識位置をお示ししています。 
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 まず、経口吸収率でございますが、ＧＬＰ試験といたしまして、二つの標識体を用いました胆汁排泄試験

が提出されています。 

 胆管カニューレを挿入いたしましたＳＤ系ラットに、フェニル標識体あるいはチアゾール標識体を10 ㎎/

㎏又は200 ㎎/㎏で単回経口投与いたしまして、胆汁排泄試験を実施しています。 

 その結果を表の２にお示ししました。いずれの標識体を投与した場合でも、経口投与後、低用量群、高用

量群とも、48時間までに速やかに排泄されました。投与した放射性物質の80％以上が、いずれの標識体、そ

して低用量群・高用量群でも、80％以上が未吸収のまま糞中に排泄されますが、一部、腸管から吸収され、

胆汁を介して糞中に排泄されると考えられました。胆汁、尿、ケージ洗浄液、カーカスの排泄率の合計から

経口吸収率を推定しますと、フェニルラベルで、低用量群で15％～16％、高用量群で3.1％でございました。

チアゾールラベル体におきましても、低用量群で10％～11％、高用量群で3.4％～3.6％と、標識体による吸

収率に大きな違いは認められませんでした。 

 続きまして、代謝でございます。 

 先ほどと同様、ＳＤ系ラットに二つの標識体を、低用量又は高用量で単回経口投与しまして、得られた尿、

糞並びに血漿、肝臓、腎臓を試料として、代謝物分析した結果が提出されております。 

 代謝物の略称、それから化学名、構造式等との関係は別紙、後ろの方になりますが、別紙１にお示ししま

した。 

 代謝の概要を御報告しますと、尿中には未変化体は認められず、代謝物としましてチアゾール環のメチレ

ン炭素とピリミジン環窒素間が開裂しました代謝物Ｎ、それからグルクロン酸抱合体、また、Ｎのピリジン

環メチル基が水酸化した代謝物Ｌが認められました。 

 糞中では、投与量の58.1％～90.2％が未変化体として検出されまして、代謝物としましては尿中と同様、

Ｌ、Ｎが検出されたほか、フェニル環やピリジン環メチル基が水酸化を受けた代謝物が認められましたが、

いずれも10％未満のものでございました。 

 続きまして、肝臓、腎臓及び血漿中でございますが、主成分としては未変化体、そして代謝物としまして、

やはりＮ、それから、ピリジン環メチル基が水酸化を受けましたＫがいずれも検出されましたほか、ピリミ

ジン環が開裂した代謝物が検出されております。 

 以上の結果から、ジクロロメゾチアズのラットにおける主要代謝経路は、チアゾール環メチレン炭素とピ

リミジン環の窒素間の開裂、それから、それに続くピリジン環メチル基の水酸化、ピリミジン環の開環、フ

ェニル環及びピリジン環メチル基の水酸化、フェニル環の酸化的脱塩素化、また、１のグルクロン酸抱合化

反応が認められると考えられました。48時間ですが、ＣＯ２まで分解されるということも確認をされていま

す。 
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 なお、ラット体内では未変化体よりも毒性の強い代謝物は検出されませんでした。 

 以上が代謝の概要でございます。 

 続きまして、毒性試験の結果概要を御説明いたします。 

 食品安全委員会の評価結果を資料１で添付いたしますとともに、表の３に概要をまとめました。急性毒性

から慢性毒性、生殖・発生毒性、遺伝毒性、神経毒性、そしてメカニズム試験が提出されております。 

 概要を申し上げますと、ジクロロメゾチアズの急性毒性は、経口、経皮、吸入のいずれの経路におきまし

ても弱く、軽度の眼刺激性及び皮膚感作性が認められました。 

 また、短期及び長期反復経口投与による影響は、主に体重増加抑制に認められました。 

 神経毒性・繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められませんでした。 

 発がん性につきましては12ページにお示ししていますが、ラットを用いた２年間慢性毒性・発がん性の併

合試験におきまして、最高用量の20,000 ppmの雄で悪性の星状膠細胞腫及び精巣間細胞腫の発生頻度の増加

が認められましたが、腫瘍の発生は遺伝毒性のメカニズムによるものとは考え難く、評価に当たり閾値の設

定は可能であると考えられました。 

 また、13ページでございますが、ラットを用いた二世代繁殖試験におきまして、15,000 ppm投与群のＦ１世

代の児動物雄で包皮分離遅延が認められましたが、精子検査及び繁殖能に対するパラメータにおいて、検体

投与による影響を認められず、あわせて、14ページに記載していますが、内分泌系への影響を調べる試験に

おいても影響は認められませんでした。 

 これらの結果から、食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量のうちの最小値は、ラットを用いた二

世代繁殖試験の122 ㎎/㎏/日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除した1.2 ㎎/㎏/日をＡ

ＤＩと設定しています。 

 また、単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったことから、ＡＲｆＤは設定

する必要がないと判断をしています。 

 以上が食品安全委員会での結果でございます。 

 続きまして、農薬使用者暴露許容量（ＡＯＥＬ）の設定について御説明いたします。 

 本化合物、急性毒性試験の結果におきまして経皮又は吸入経路特異的な毒性は認められなかったこと、そ

れから、農薬としての使用方法ですが、通常の散布、液体の散布ですので、ＡＯＥＬの設定に当たっては、

経皮又は吸入経路特異的な毒性を考慮する必要はないと判断をしています。よって、経口投与による短期毒

性試験及び生殖・発生毒性試験の結果に基づき、ＡＯＥＬを設定いたしました。 

 表の５に設定の対象といたします試験をまとめています。各試験で得られたジクロロメゾチアズの無毒性

量のうちの最小値は、先ほどのＡＤＩの設定根拠と同じエンドポイントですが、ラットを用いた二世代繁殖
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試験の体重増加抑制等に基づく無毒性量の122 ㎎/㎏/日でした。 

 また、この最小の無毒性量に近い投与量の経口吸収率は、表の４にお示しします中で、200 ㎎/㎏投与群の

3.1～3.6％でございまして、供試動物の性別及び標識体による顕著な違いがないことから、これらの値の算

術平均値である3.3％といたしました。 

 以上の結果から、ラットを用いた二世代繁殖試験の無毒性量の122 ㎎/㎏/日を経口吸収率3.3％による補正

を行いまして、安全係数100で除した0.040 ㎎/㎏/日をＡＯＥＬとして設定することを御提案しております。 

 続きまして、17ページでございます。 

 急性農薬使用者暴露許容量（ＡＡＯＥＬ）の設定についてですが、ジクロロメゾチアズの単回経口投与等

により生ずる可能性のある毒性影響は認められなかったことから、ＡＡＯＥＬは設定する必要がないと判断

したということ、御提案いたしました。 

 なお、表の６につきましては、●●●の御助言に従いまして、急性神経毒性試験の概要を追加しておりま

す。 

 毒性の暴露許容量につきましては以上でございます。 

 続きまして、暴露量の推計にまいります。 

 ジクロロメゾチアズを含有する農薬製剤で実施した経皮吸収試験、それから圃場における農薬使用者暴露

試験は提出されていませんので、申請されました内容に基づいて予測式を用いて推計を行いました。すなわ

ち、ジクロロメゾチアズ18.4％水和剤で申請されました使用方法に従いまして、表の７に示すパラメータを

用いて算出を行っております。 

 結果は19ページ、20ページにお示ししておりますが、申請されたいずれの作物、それから使用方法におき

ましても、暴露量はＡＯＥＬの100％を超えることはなく、登録は可能と判断をしております。 

 ジクロロメゾチアズにつきましては以上でございます。 

○●●● ありがとうございました。 

 この剤について、委員の皆様、コメント、御質問ございますでしょうか。 

 どうぞ、●●●、お願いします。 

○●●● 内容そのものというか細かい表記のことだけ、気付いたことを申し上げさせていただきます。 

 ８ページ、代謝のところで、代謝物の略称と化学名の関係を別紙１に示すということで、対応を示してい

ただいて、とても分かりやすくなったなと思いました。 

 それで、一つだけ気になったのは、この略称という言葉ですけれども、別紙１でも確かに「代謝物略称」

ということで対応はしているのですが、略称というよりも、アルファベットでの記号なので、そういう表記

の方が誤解を招かないのかなと思いましたので、御検討いただければと思います。 
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 以上です。 

○農薬審査官 ありがとうございました。そのように訂正をいたします。 

○●●● ほか、よろしいですか。 

 余り事前でもコメントはなくて、急性毒性もそんなに強くない剤で、ＡＡＯＥＬは設定不要。暴露量は予

測式で推定した結果、ＡＯＥＬを超えないということで、安全性は担保できるように思いますが、よろしい

でしょうか。 

 それでは、本日のジクロロメゾチアズの農薬使用者安全評価に関する審議は以上とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 事務局から何かございますか、これは。 

○農薬対策室長 ありがとうございます。今後、所要の手続きを進め、農薬使用者暴露許容量及び急性農薬

使用者暴露許容量の案につきまして、評価書案を付してパブリックコメントを実施いたします。頂いた御意

見と御意見に対する考え方が取りまとまりましたら、御報告いたします。 

○●●● では、パブコメ等ありましたら、皆さんに御意見をお伺いすることがあるかもしれませんが、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、３剤目、ジメスルファゼットの審議に入ります。 

 では、資料５について、事務局より説明をお願いいたします。 

○係長 資料５の方を準備いただければと思います。ジメスルファゼットの評価書の案でございます。 

 お待たせいたしました。 

 有効成分の概要等は３ページに記載してございます。 

 申請者、化学名、構造式、示してございます。ラクタム環とフェニル環のある化合物というものでござい

ます。おめくりいただきまして４ページは、有効成分の物理的・化学性状となってございます。こちらの剤

は、水溶解度は75 mg/Lといった剤でございます。 

 資料は５ページでございまして、申請に係る情報になります。こちら、新規の有効成分ジメスルファゼッ

トを含む製剤の登録申請を令和４年の２月に受けてございます。令和５年７月現在、諸外国での登録はござ

いません。 

 次に、作用機構でございますけれども、こちら、除草剤で、脂肪酸の生合成に作用する可能性が示唆され

ているといった情報はございますけれども、詳細な作用機作は不明でありまして、ＨＲＡＣ分類は未分類と

なってございます。 

 農薬としての使い方等は「５．適用病害虫雑草の範囲及び使用方法」に記載してございます。 

 製剤といたしましては９剤申請されておりまして、どれも水稲用の除草剤として登録申請されているもの
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でございます。 

 移植水稲や直播水稲、こういった作物の雑草を防除するために使われるような剤として申請されているも

のでございます。移植時や移植直後から使えるといった剤でございまして、総使用回数としては、移植時、

移植後に１回ずつ使えて、総使用回数としては２回となっているものでございます。使用方法は、粒剤の方

でしたら田植同時散布機での施用のほかは、通常の散布でございます。 

 ほかの製剤は、粒剤を水溶性のパックに包装して、そのまま投げ入れることができるような製剤やフロア

ブル、液体の製剤が登録申請されています。こちらも移植時とその後に使えるというものでございまして、

田植同時散布機での施用もございますし、そのまま希釈しないで散布できるような使い方である原液湛水散

布も使用方法としてはございます。 

 剤の説明は以上でございます。 

 続きまして、10ページになりますが、安全性に係る試験の概要の方を説明させていただきます。 

 既に食品安全委員会の方で評価はされてございまして、令和５年５月９日に評価されている剤でございま

す。 

 具体的な代謝試験や毒性試験について、御説明させていただければと思います。 

 まず、代謝試験からになりますけれども、フェニル環標識したものとラクタム環のカルボニル炭素を標識

した、この二つの標識体を用いて試験が実施されてございます。 

 そのうち、まず一つ目になりますけれども、経口吸収率を見る胆汁排泄試験の方を説明させていただけれ

ばと思います。 

 フェニル環標識したもの又はラクタム環標識したジメスルファゼットを、低用量としては１ ㎎/㎏投与す

るものと、高用量として100 ㎎/㎏体重投与、単回経口投与する試験が実施されてございまして、投与後48時

間の尿、糞及び胆汁を採取して試験が実施されたというものでございます。 

 48時間後の胆汁、尿、糞中の排泄率は表２に示すということでございまして、おめくりいただきまして、

11ページの方に表の方を記載してございます。尿や胆汁中に多く排泄されるといった剤でございまして、経

口吸収率といたしましては、胆汁と尿と肝臓、カーカス、ケージ洗浄液、これらの放射性物質の量を足し上

げまして、低用量でも高用量でも、また標識体の違いなく、よく吸収されるといった剤でございまして、

90％以上経口吸収されるといったような剤でございます。 

 続きまして１－２．代謝物の同定・定量の試験の方を説明させていただければと思います。 

 尿及び糞中排泄試験、あと胆汁排泄試験で得られました尿、糞、胆汁、血漿、肝臓、腎臓を用いた代謝物

の同定及び定量の試験、実施されてございます。 

 まず、尿、糞及び胆汁中における代謝物は表３に示してございまして、血漿とか臓器中の主要代謝物は、
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表４に示してございます。 

 先ほど、●●●からの御助言もありまして、こちらも同じように「記号」と修正させていただければと思

います。 

 簡単なプロファイルといたしましては、標識体とか投与量とか性別の違いによる顕著な違いはなかったと

いうものでございます。 

 表２の方に移らせていただきまして、尿、糞、胆汁中の排泄の方を御説明させていただければと思います。

どちらもジメスルファゼット、未変化のジメスルファゼットが多少検出されると、認められるといったもの

でございます。 

 尿とか糞の方でしたら、そのほかに主要なものといたしましては代謝物Ｃ、フェニル環の水酸化された代

謝物が認められ、そのほかに、代謝物Ｆというラクタム環のメチル基が水酸化された代謝物も多少認められ

るといったものになってございます。 

 胆汁の方ですと、代謝物といたしましては、代謝物ＣではなくてＣがグルクロン酸抱合化された代謝物Ｅ

というものが多く認められて、Ｃの方が多少認められるといった、そういった特徴になってございます。 

 続きまして、血漿や臓器中の代謝、主要な代謝物でございますけれども、こちらは未変化のジメスルファ

ゼットと、代謝物といたしましてはＣとかＦが認められたといったものになってございます。 

 また11ページの方に戻りますが、ラットにおけるジメスルファゼットの主要な代謝経路といたしましては、

一つ目が、アニリン環のパラ位の水酸化による代謝物Ｃの生成と、それに続くグルクロン酸抱合化による代

謝物Ｅの生成というもので、もう一つが、ラクタム環のメチル基の水酸化による代謝物Ｆの生成であると考

えられています。 

 代謝の方の説明は以上でございます。 

 そのまま続けさせていただきまして、毒性の試験の結果の概要の方を説明させていただければと思います。 

 各種毒性試験の結果から、表５の方にＮＯＡＥＬや所見等をまとめてございますけれども、概要は14ペー

ジに記載してございまして、急性毒性は比較的弱いといったものになってございまして、短期とか長期の反

復経口投与による影響といたしましては体重増加抑制等が認められ、臓器でしたら腎臓、膀胱、尿路上皮の

過形成等認められたといった剤でございます。発がん性や神経毒性、繁殖能に対する影響とか、あと、遺伝

毒性は認められなかったというものでございます。 

 ウサギを用いた発生毒性試験の方におかれましては、異常胎児を有する母動物数の増加及び異常胎児数の

増加、心血管系の異常というものが認められたとなってございます。 

 表５の方で少し説明させていただきますと、例えばラットの方ですと、90日の方ですと体重増加抑制など

認められておりまして、マウスの方ですと膀胱の、先ほど御説明したように膀胱の尿路上皮のびまん性の過
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形成とか、イヌの方でも90日で、こちら、膀胱の方の過形成等認められているといった剤になってございま

す。21日の反復経皮投与の方ですと、腎臓への影響等認められているといった剤になってございます。 

 遺伝毒性の方は陰性で、長期の試験まで行うと、ラットの方でも腎臓の影響が見られているといったもの

でございまして、発がん性の方なんですけれども、ラット、マウスともに発がん性は認められないといった

剤でございます。 

 繁殖毒性と発生毒性になりますけれども、繁殖能に対する影響はなしと。ラットの方の催奇形性は認めら

れないということですけれども、ウサギの方で異常胎児を有する母動物の増加と、あと、異常胎児数の増加

といったものが認められたといった剤になってございます。 

 神経毒性、急性と90日間の反復経口投与が行われておりますけれども、いずれも神経毒性は認められない

といった剤でございます。 

 あと、特に発がん性は認められておりませんが、膀胱上皮の傷害性に関するメカニズム試験が提出されて

ございまして、それを21ページから24ページにかけて記載してございます。 

 これらの結果から、食品安全委員会の評価においては、各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラッ

トを用いた２年間慢性毒性・発がん性併合試験のＮＯＡＥＬである0.39 ㎎/㎏体重/日、これを根拠として、

安全係数100で除して0.0039 ㎎/㎏体重/日をＡＤＩと設定したというものになってございます。 

 また、急性の評価ですけれども、単回経口投与等によって生ずる可能性のある毒性影響に対する無毒性量

又は最小毒性量のうち最小値は、ウサギを用いた発生毒性試験の無毒性量、15 ㎎/㎏体重/日というものでご

ざいまして、認められた所見が異常胎児を有する母動物数の増加とか異常胎児数増加ということでございま

して、妊婦さんとか、又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量（ＡＲｆＤ）が設定されて

ございます。15 ㎎/㎏体重を安全係数100で除して、0.15 ㎎/㎏体重と設定されてございます。 

 また、一般の集団に対しましては、ラットを用いた急性神経毒性試験の最小毒性量、125 ㎎/㎏体重を根拠

として、最小毒性量でございますので追加の係数３が採用されまして、安全係数300で除して、0.41 ㎎/㎏体

重という値が一般の集団に対するＡＲｆＤとして設定されてございます。 

 そのまま続けさせていただきまして、農薬使用者暴露許容量（ＡＯＥＬ）の御説明をさせていただければ

と思います。 

 急性毒性試験の結果及び21日間反復経皮投与毒性試験の結果において、経皮又は吸入経路特異的な毒性は

認められなかったということでございまして、農薬としての使用方法なども加味しまして、ジメスルファゼ

ットのＡＯＥＬの設定に当たりましては、経皮又は吸入経路特異的な毒性を考慮する必要はないと判断した

といった形で案の方を作成させていただいております。経口投与によります短期毒性試験や生殖・発生毒性

試験の結果に基づきましてＡＯＥＬを設定してはいかがかというところでございます。 
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 この各試験で得られた無毒性量のうちの最小値は、ラットを用いた90日間反復経口投与毒性試験の2.2 ㎎/

㎏体重/日というものでございました。これを根拠といたしまして考えていきますと、最小の無毒性量に近

い投与量におけるラットの代謝試験の経口吸収率というものを見ていきまして、経口吸収率による補正が必

要かどうということを考えていったわけでございますけれども、こちらの投与量ですと90％を上回る経口吸

収率ということでございまして、経口吸収率による補正は必要ないのということで御提案しているところで

ございます。 

 以上の結果から、ラットを用いた90日間反復経口投与毒性試験の2.2 ㎎/㎏体重/日を安全係数100で除して、

0.022 ㎎/㎏体重/日をＡＯＥＬと設定するということで御提案しているところでございます。 

 ＡＯＥＬの説明につきましては以上でございます。 

 次に、急性農薬使用者暴露許容量（ＡＡＯＥＬ）の設定についてでございます。 

 ジメスルファゼットの単回経口投与等によって生じる可能性のある毒性影響は、表８の方に所見や無毒性

量等まとめてございますけれども、そのうちの最小値はウサギを用いた発生毒性試験の15 ㎎/㎏体重という

ことでございまして、得られた所見を検討した結果、これを根拠として、ＡＯＥＬと同様に経口吸収率によ

る補正は必要ないと判断して、安全係数100で除した0.15 ㎎/㎏体重をＡＡＯＥＬと設定する案を御提案して

いるところでございます。 

 ボックスの方で「事務局より」ということでお投げ掛けさせていただいているんですけれども、食品を介

したＡＲｆＤのところでは、一般の集団と妊婦と妊娠している可能性のある女性ということで異なるものを

設定するとともに、集団ごとに推定摂取量を求めまして、リスク評価の方を行っていくというところでござ

います。集団ごとにＡＲｆＤを分けるといった、そういった剤を、使用者部会の方では初めて御提案すると

いうことでございまして、事務局の方でこういった考え方でよいかというところで、確認させていただけれ

ばと思います。食品の方では集団を分けて評価していますが、農薬使用者への影響評価において、一般の集

団とか妊娠している可能性がある女性等の集団ごとに暴露量が変わるということは想定されないのではない

かと考えているところでございます。 

 また、ＡＯＥＬとかＡＡＯＥＬの設定に当たりましては、可能性のある全ての有害性、例えば遺伝毒性や

発がん性、催奇形性、繁殖毒性等について考慮することとなっております。これらのことから、事務局とい

たしましては、単回投与で生じる可能性のある影響を全てカバーできるように、ウサギの発生毒性試験の結

果に基づいてＡＡＯＥＬを提案しているところでございます。この点につきまして委員の先生方に御検討い

ただいて、考え方を整理していきたいというところでございます。 

 事務局の方で反映し切れなかったのですが、●●●から事前にコメントを頂いてございますので、御紹介

させていただければと思います。 



 14 

 ウサギを用いた発生毒性試験の結果に基づいてＡＡＯＥＬを設定することには賛成ですということでござ

います。その理由も説明いただいてございまして、ウサギの発生毒性試験では心血管系の異常を有する異常

胎児数の増加、胎児影響が認められたというものでございます。これは、妊娠動物の器官形成期に被験物質

が単回投与される場合に胎児の心血管系の異常が誘発されるリスクを示しているというものでございます。

そこで、ヒトの妊娠期間と器官形成期との関係を考えてみますと、ヒトでは妊娠４週のかなり早い段階で心

血管系などの重要臓器が発生・分化します。妊娠の可能性のある女性にとって、妊娠４週ではまだ妊娠して

いるかどうかの確認は取れていない時期と考えられますので、一般の集団と変わらないリスク評価が必要と

考えますとの旨のコメントを頂いておりますので、御紹介させていただきました。 

 事前にお送りした評価書に反映が間に合わず、こちらの方だけでお示しすることになりまして、申し訳ご

ざいませんでした。 

 ここまでのところにつきましての事務局からの説明は以上でございます。 

○●●● ありがとうございました。 

 また後半の暴露の話はあるのですが、ここで事務局の方から委員で討議いただきたいということですので、

毒性の指標、これを今の原案でよろしいかどうかというところで、御意見ございますでしょうか。 

 ●●●、何か付け加えるようなことございますか。 

○●●● 特にございません。提示させていただいたとおりでございます。 

○●●● ありがとうございます。 

○●●● 皆さんでまた御討議いただければと思います。 

○●●● はい。こういった特殊な動物や条件で出た結果なんですけれども、ＡＯＥＬ、ＡＡＯＥＬで、条

件によって値が違うというのは通常ないと思われます。一番安全よりの値では発生毒性試験に基づくわけで

すが、よろしいでしょうか。 

 皆さんそれでよろしいようですので、では、ここはこのまま事務局案どおりということで。 

 それでは、暴露からご説明をお願いします。 

○係長 ありがとうございます。 

 それでは、暴露の方に移らせていただきます。 

 資料の方は29ページからとなってございます。「Ⅴ．暴露量の推計」というところでございます。 

 １．経皮吸収試験及び２．圃場における農薬使用者暴露試験の方に示してございますけれども、特に試験

成績等は提出されていないというところでございます。 

 そのため、３．暴露量の推計に示してございますように、予測式によるデフォルトの値による暴露量の推

計をしていくこととなります。 
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 申請された製剤については、Ⅰ．の適用病害虫・雑草の範囲及び使用方法に従って使用した場合の暴露量

を予測式によって推計することとなります。推計に当たりましては、農薬使用者影響評価ガイダンスに準拠

いたしまして、デフォルトのパラメータを用いたというものでございます。 

 実際の値は、ページ飛んでいただきまして、31ページの表９から12に示してございます。固形のものでご

ざいますんで、それに適したパラメータ等を選んでいただきつつ、経皮吸収率は10％という値を用いて計算

していくこととなるかと存じます。 

 29ページの方に戻りまして、ジャンボ剤と言われるような水溶性パック入りの製剤につきましては、通常

の使用方法では使用者への暴露のおそれがないといった整理となってございますので、暴露量の推計の方は

行わなかったということとなってございます。 

 また事務局からお投げ掛けさせていただいているところがございます。 

 こちらに記載してございますように、フロアブルとかのところでは田植同時散布機での施用とか原液湛水

散布、無人航空機による滴下といった使い方が申請の中に入っているものでございます。これらの使い方に

つきましては、「予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方」といいます農薬使

用者安全評価部会の方で決定いただきました考え方におきますと、不浸透性手袋の着用が前提となって暴露

量の推計省略するといった、そういった考え方で整理させていただいたところでございます。 

 今回、この決定に該当する使用方法がある初めての個別の剤の評価でございますので、御相談させていた

だきながら進めさせていただきたいというところでございます。実際こういった田植同時散布機等での施用

につきましては、以下の二つの考え方があるのではないかということがございまして、案の１、案の２を示

しながら御相談させていただきたいというものでございます。 

 まず、案の１といったものでございますけれども、こちらの方は部会の決定を素直にといいますか、シン

プルに当てはめながら考えていったというものでございます。田植同時散布機で施用等の使用方法について

は、予測式の設けられている茎葉散布とか土壌施用とは暴露状況が大きく異なるものとして、部会決定で暴

露評価が整理されたところでございます。部会決定を確認いたしますと、予測式で設けられている使用方法

に比べれば暴露は少ないと考えられる。ただし、取り扱う薬液の濃度が高いため、不浸透性手袋で高濃度の

薬剤への接触が防止されることが必要ではないかと、こういった議論も行っていただいた上で、予測式が設

けられている使用方法の暴露量が毒性参照値、ＡＯＥＬとかＡＡＯＥＬを超えない場合には、高濃度の薬剤

を扱うときの不浸透性手袋の着用を前提にいたしまして暴露量の算出は省略できると、こういった整理を頂

いたところでございます。このため、今回の剤につきましても、暴露量の算出は省略しまして不浸透性手袋

の着用を必要とするといった、こういった整理としてはどうかというところでございます。不浸透性手袋を

着用すれば、暴露量は予測式で出した暴露量以下にはなるでしょうといった考え方かと思ってございます。
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事務局としては、素直にこちらの考えではないかと思っているところではございます。 

 他方、案の２といたしまして、申請されている状況になりますけれども、申請者の方では田植同時散布機

で施用等の使用方法につきましては、暴露量の算出を今のところ省略せずに、予測式を用いて暴露量を算出

したといった状況になってございます。その結果、防護装備がない状態で申請が行われているといった状況

でございます。ただ、我々、部会決定いただいたものは令和４年の12月ということでございまして、申請は

令和４年の２月ということで、時期の前後があると思っているところではございます。ただ、この申請どお

りということでございましたら、暴露量の算出結果に基づいて不浸透性手袋の着用は不要とするといった考

え方になろうかと思います。なお、この場合の暴露量の算出に用いています予測式は以下のとおりというも

のでございまして、田植同時散布機の方でございましたら、剤形に合わせた予測式を用いて、調製時は剤形

に合わせ、散布時は散布による暴露はないのではないかということで申請をされているところでございます。

原液湛水散布といった使い方につきましてはフロアブル剤の方にありますので、フロアブルに適した調製時

の予測式を用いつつ、散布時の予測式は液剤の水稲への手散布といった、こういったパラメータを使って計

算しているというところでございます。 

 事務局が案１の方ではないかと考えている理由といたしまして、原液、高濃度の薬液を扱うということも

ありますので、こういったものがどういう暴露の実態であるかといった知見がない中で、予測式は動力噴霧

機によるデータに基づいて得られた数値でございますので、そのまま当てはめてよいのか、手袋がない状態

でも予測式以下の暴露量になるのかということの見極めが困難だったということでございました。そのため、

案の１の方ではないかと考えているところでございます。こういったところも御議論いただきながら、どち

らなのかというところを御検討いただければと思います。 

 今後の進め方なんですけれども、「なお」のところに書かせていただいているんですけれども、仮に案の

１となりました場合には、申請されている状態とは違いますので、令和４年12月の部会決定の考え方を事務

局の方で申請者に伝えながら必要な資料の修正等を行っていただくということで、またきれいになりました

ら農薬使用者安全評価部会の方で御審議いただきたいという流れになります。 

 仮に案の２の方となりましたらリスク評価の方、今両論併記になってございますが、案の２の方に修正し

ていく形を考えています。具体的には、横表になっているところで、32ページ以降のところにはなるのです

けれども、こういった形で数値を出しながら評価書をきれいにしていくという流れかと思ってございます。 

 粒剤の方ですと田植同時散布機の使い方しか該当はありませんけれども、フロアブルになりますと全ての

使い方が原液で散布ということになりますので、案の１であれば手袋を着用して省略という形かと思います

けれども、仮に計算するとなると、今のパラメータを選ぶのであれば、こういった形で暴露量の方を出しな

がら、どの程度のマージンがあるかということを評価書の中に記載していくということで、評価書を修正し
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て進めていければといった考え方になるかと思ってございます。 

 長くなりましたけれども、事務局からの説明は以上でございます。 

○●●● ありがとうございました。 

 この暴露量に関して、ちょうど我々が昨年の12月に検討した予測式を用いない例に当てはまるのではない

かという話ですね。それを適用して、防除の際に不浸透性手袋をしていただければ暴露の予測は必要ないと

いう、去年の12月に決定いただいた形で進められるのではないかということなんですが、一応、申請とこの

決定とにタイムラグもあったと思うので、申請者の方は調製時、それから散布時をそれぞれ説明いただいた

ような予測式に基づいて算出して、一応これでも基準値を下回るのは下回るということですね。 

○係長 そのとおりでございます。 

○●●● ということになっているようですが、どうするかということですね。 

 特にこの申請者の方が実測してデータをとったというわけではなくて、彼らのシナリオに沿ってその予測

式を当てはめるか、我々の前回の決定に従った線でもう一度書き直してもらうかという辺りの議論になるか

と思いますけれども、何か御意見ございますでしょうか。 

 よろしいですか。特にないですね。 

 どうぞ、●●●、お願いします。 

○●●● 私の理解がまだ十分でないのかもしれないので、伺いたいのですけれども、今回は結局、経皮吸

収について暴露評価をしているわけなんですが、例えば、今回のこのやり方が今後一般的なものとして、案

１、案２の考え方が今後の剤についてずっと適用されていくのでしょうか。それとも、例えば剤によっては

気化しやすいものがあったりして、つまり、経皮暴露だけではなくて経気道暴露が一定の比率を占めるよう

な場合に、そういうときにこういう防護装備のあるなしで数値が出る出ないということで、そのリスクの程

度が見えやすいのか見えにくいのかというようなことが生じないかなということが気になっているのですけ

れども、その辺り、考え方としてはどうなのでしょうか。 

○係長 ありがとうございます。 

 まず、物化性的になかなか特殊な剤でしたら、予測式に当てはめてよいのかという、そもそも論はあるか

と存じます。 

 ただ、こういった水稲用の除草剤とかで、いわゆる普通の散布も可能であるが、原液湛水散布などの省力

的な使い方のものについては、基本的にはすぐ気化するようなものはないので、特殊な状況にはならないの

ではないかと考えています。 

 ただ、通常の散布とは使い方が違いますので、その上でこういった濃いものを、いわゆる手振り散布など

のものについて、手袋の着用がない中で、予測式で出てくる暴露量を下回るかというところがありますので、
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こういった考え方を御提案しているというところでございます。 

 今後の剤にも、今回の考え方を当てはめながら進めていければと考えています。仮に今回、案の１のよう

に予測式ではなく不浸透性手袋を着用するということでございましたら、様々な水稲用除草剤があるかと思

うのですけれども、原液湛水散布などといった使い方のものでありましたら、仮に普通の散布の予測式で計

算して、不浸透性手袋が付かないような状態であっても、不浸透性手袋を付けていただくように申請いただ

くのかなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○●●● はい、分かりました。そうすると、いずれにしても、今後も剤を見ながら、この考え方を確認し

ながら進んでいくという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○係長 基本的な使い方が一緒であれば、不浸透性手袋をしましょうという整理になると思ってございます。 

 ただ、部会決定いただいたときも、毒性の強さとかがありますので、そういったところは注意しながら、

もちろん審議会に諮りながらというところではございますけれども、基本的な考え方といたしましては、使

い方が原液湛水散布等の使い方であって、特にデータとかがなければ、不浸透性手袋を着用いただくという

形かなと思っているところでございます。 

 事務局からは以上です。 

○●●● 承知しました。私としては了解いたしました。ありがとうございます。 

○●●● 確かに、審議したところを思い出しますと、一応原則としてということで、先生言われたみたい

な、剤が特別気化しやすいとか、非常に毒性が強いとか、そういうような話になったときはやっぱり個別に

もう一度考え直す必要あるのかなと思うのですけれども、この剤はそんなに特殊な性質はないようなもので、

原則としての範疇に入るのかなというような考え方で事務局の方は御提案いただいて、要するに１の方でい

きましょうという話ですね。 

 ほかにございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 そうすると、事務局案にのっとりますと、案１ということで、だから、申請資料を直してもらうというこ

とになりますね。 

○係長 はい。部会で議論いただいた考え方等に沿って、資料等をきれいにして、また使用者部会の方で御

審議いただきたいと考えているところでございます。 

○●●● それでは、この剤について事務局からのこちらへの投げ掛けがありましたので、毒性のところと

暴露とを切って討議しましたけれども、通しで何か、先生方、コメント、御質問等ございますでしょうか。 

 大丈夫ですか。 
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 特にないようですので、では、これもここに示された事務局案として、我々としてはよろしいということ

で、先に進みたいと思います。 

 事務局から何かございますか。 

○農薬対策室長 特にございません。今後処理を進めてまいります。 

○●●● はい、分かりました。 

 それでは、３剤、予定しました審議事項は以上になりますけれども、その他として、一応事務局の方から

次回以降の議題ということで先生方に説明したいということですので、それについて、よろしくお願いしま

す。 

○係長 事務局の●●●でございます。 

 次回以降の議事の予告をさせていただきたく存じます。お時間の方、少し頂ければと思います。 

 資料がない中、大変恐縮なんですけれども、これまでに農薬使用者安全評価部会において暴露の方、農薬

使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項といたしまして、一度に広範囲かつ多量に散布することが想定さ

れない農薬の農薬使用者の暴露評価と、いわゆるＡＬ剤等の暴露評価のことと、あと、先ほども申し上げた

予測式に分類していない中の種子処理等についてはまだ継続で検討させてくださいということで、先生方に

御議論いただきながら進めさせていただいているところでございます。 

 ただ、これらの事項以外につきましても、現在、事務局で検討しているものが今、二つほどございまして、

そちら御紹介させていただければというところで、お時間を頂きました。 

 一つ目が、被害防止方法としてのマスクの着用についてというところでございます。 

 例えば、ガイダンスのハザードのところの記載でございますが、マスクのことが書いているところがござ

います。参考資料１のページで言いますと36ページの表９になってございますけれども、我々が「防護マス

ク」と呼んでいる、取替え式のフィルターを付け替えるタイプのマスクがございます。また、我々が「農薬

用マスク」と呼んでいるんですけれども、使い捨て式のマスクもあるところでございます。こちらの表９、

ハザードの方では、特に急性吸入毒性の部分でございますけれども、粒剤以外ということで、液状とか粉物

のものについては取替え式のマスクつまり防護マスクを着用しましょうと、粒剤の方では農薬用マスクを着

用しましょうと、こういった規定となっているところでございます。 

 ただ、リスク評価に用いる透過率を定めているガイダンスの中にあるところですと、農薬用マスクと防護

マスクで透過率の部分、性能の部分については変わらないといった状況になっているところでございます。 

 性能が変わらないのにハザードの部分で使い分けたりといったところで不整合が生じているのではないか

というところがございまして、次回以降、防護装備としてのマスクの専門家にも御参加いただいた上で技術

的な検討も行い、この辺の整理について御議論いただきたいと考えているといったところでございます。 
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 それが一つ目でございます。 

 二つ目につきましては、インナーの付着量によって経皮暴露の評価を考えるといったものでございます。 

 現行の試験ガイドラインと評価ガイダンスでは、申請者が独自に圃場における農薬使用者暴露試験を実施

する場合でも、インナーとアウター、両方の付着量を合算して、防護装備がない状態での暴露量を得るとい

ったものになってございます。それに更に防護装備の透過率、ガイダンスに示してございますような透過率、

例えば不浸透性防除衣でしたら５％を掛けながら経皮暴露を算出する仕組みとなってございます。 

 ただ一方、欧米では衣服の下に着用するインナーへの付着量に基づきまして暴露量を推定することも行わ

れていると聞いているところでございます。 

 こういったこともございまして、我が国でも、試験設計が科学的に妥当なものであれば、インナーへの付

着量のデータに基づいて使用者暴露を評価いただくことは可能であると考えられるところ、試験設計に当た

りまして留意すべき点など御議論いただきたいと、そういったことを考えているところでございます。 

 これらの議題につきましても、資料が整いましたら、農薬使用者安全評価部会の方で御議論いただきたい

と考えているところでございます。 

 事務局からの次回以降のアナウンスは以上でございます。 

○●●● ありがとうございました。 

 何か、今のアナウンスについてお聞きしたいこと、コメント等ございますか。 

 ありがとうございます。 

 やはり事務局の中で問題にされていること、これから出るようなことについては、先にアナウンスしてい

ただいた方が、我々にとってもいいかなと思いましたので、こういう形にさせていただきました。 

 ほかにないようですので、本日の議事は以上となります。 

 それでは、進行を事務局の方にお返しします。 

○農薬対策室長 本日は熱心に御審議いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事要旨及び議事録につきましては、事務局で案を作成の後、委員の皆様に御確認いただきまして、

公開とさせていただきます。 

 また、次回の農薬使用者安全評価部会につきましては、現在準備させていただいているところでございま

す。準備ができましたら、委員の皆様には後日連絡させていただきます。 

 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

１４時４５分 閉会 


